
規

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
、
「
開
示
す
る
」
を
「
実
施

す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
も
の
（
以
下
」
を
「
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条

と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第１２条関係） 

公 文 書 開 示 請 求 書  
                                                                            
            

                              年  月  日  
                                                                        

    （宛先）      
   埼玉県教育委員会 

                       住所又は主たる事務所の所在地 

                                          〒 

                      氏名又は名称及び代表者の氏名 

 

                      連絡先電話番号 

 

  埼玉県情報公開条例第７条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。 

開示請求をする公文
書の名称又は内容  
できるだけ具体的に記
載してください。 

  

埼玉県情報公開条例
第７条に規定する公
文書の開示を請求す
ることができるものの 
区分 

該当する番号を一つ
○で囲み、（ ）内に
所要事項を記載して 
ください。 

１ 県内に住所を有する者 

２ 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他
の団体 

事務所等の名称 

所在地 

３ 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 

勤務先の名称 

所在地 

４ 県内に所在する学校に在学する者 

学校の名称 

所在地 

５ １から４までに掲げるもののほか、公文書の開示を
必要とする相当の理由を有する個人又は法人その他の
団体 

理由 

 

注 次の欄の記載は任意です。  

求める開示の実施の 

方法 

開示の実施の方法に希
望するものがあれば、
□内にレ印を付してく 

ださい。 

１ 文書又は図画の場合 

  □閲覧 □写しの交付（□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

  □用紙に出力したものの閲覧 

  □用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

  □専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は
視聴  

  □電磁的記録媒体に複写したものの交付（□送付
を希望）  

開示の実施の希望日 年  月  日 

 
  注  以下の欄には、記入しないでください。 

担 当 課 所 
 

 電話番号 

 

備 考 
 



様式第２号（第１２条関係） 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書                

 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

 

 

埼玉県教育委員会       印  

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった公文書については、埼玉県情報 

 公開条例第１４条第１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知し 

 ます。 

開 示 す る

公文書の名称 
 

開 示 の 日 時      年  月  日 午前・午後  時 

開 示 の 場 所  

求めることがで

きる開示の実施 

の方法等 

 

担 当 課 所 

 

 

電話番号 

備 考  

 注 １ 当日は、この通知書を担当者に提示してください。 

   ２ 都合により上記の日時に来られないときは、あらかじめ、その旨を電話など 

        で担当課所まで連絡してください。 

教  示 

１ 審査請求について 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、埼玉県教育委員会に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができ

なくなります。 



２ 取消訴訟について 

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をし

た場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟

において埼玉県を代表する者は、埼玉県教育委員会です。 

ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であって

も、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の

翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。 

 

 



宛
先

 

 

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

」
を
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中
「 

 
 

」 

を
「
宛 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「
あ 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

宛
先

 

第
１
３
条
関
係

 

第
１
２
条
関
係

 

第
２
５

 

あ
て
先

 

第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 
あ

 

宛
先

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
 

８
条
第
１
項

 

開
示
決
定
等
に
係
る
意

 

当
に

係
る

 
見
書

 
あ
て
先

 
公
文
書
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

 

審
査

請
求

 

が
あ

っ
た

日
 

 

異
議

申
立

て
 

が
あ

っ
た

日
 

 第
２
２
条

 

「 
異
議
申
立
て
の
内
容

 

 」 

」 

「 

に
、 

を 

審
査
請
求
の
内
容

 

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 
開
示
決
定
等
に
対
す
る

 

 
 

 
 

 
に
対
す
る
審
査
請
求

 

１
項

 

異
議
申
立
て

 
第
２
４
条
第

 

同
条
例
第
２
３
条

 
同
条
第
３
項

 

「 

」 

」 

に
、 

を 

「 

」 

に
、 

「 

」 を 

「 

」 

第
１
３
条
関
係

 
第
９
条
第
１
項

 

異
議
申

 

立
て

 
審
査
請
求

 
３
か
月

 
６
０
日

 
決
定
が
あ
っ
た

 

裁
決
の
日

 
決
定
の
日

 
が
あ
っ
た

 

裁
決

 

条
 

第
１
３
条
関
係

 

第
１
２
条
関
係

 
第
２
４
条

 

て
先

 


